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離婚時の年金分割制度のお知らせ

離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、
それぞれ自分の年金とすることができます。

2 年以内） に手続を行っていただく必要があるため、お早
めに、お近くの年金事務所または街角の年金相談センター

※

までご相談ください。
※年金分割割合を定める調停等の長期化により請求期限を経過した場合は、調停等の成立

日から６ヶ月以内であれば手続き可能です。

離婚時の年金分割のイメージ

サラリーマン等が加入する厚生年金は、給与等の報酬の額に応じて保険料を納付し、報酬額の
記録に応じて厚生年金が支払われます。

離婚時の年金分割が行われると、婚姻期間中について、厚生年金の支給額の計算の基となる報
酬額の記録が分割されることになり、年金額をお二人で分割できます。

【例：サラリーマンの妻である専業主婦であった方の場合（厚生年金）】

⇒

離婚前 離婚後

夫 報酬額の記録

報酬額に応じた年金額を支給

報酬額の記録

分割された年金額を支給分割

妻 報酬額の記録なし

厚生年金は支給されず

報酬額の記録

分割された年金額を支給⇒

年金分割の方法（２種類）

※いずれの場合も、原則として離婚後５年以内（令和８年４月１日前に離婚をした場合は

①

②

合意分割

お二人からの請求により、年金を分割できます。
年金分割の割合は、お二人の合意、または、裁判手続によって決定されます。

３号分割

サラリーマンの妻である専業主婦の方など、国民年金第３号被保険者  であった方からの請求※

により、年金を分割できます。
年金分割の割合は、２分の１ずつとなります。
平成20年４月以降の第３号被保険者期間中の報酬額が分割の対象になります。

※ 厚生年金保険の被保険者または共済組合の組合員の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の方

年金事務所や年金相談センターの所在地は以下のホームページをご参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

離婚後 ５ 年以内（令和８年４月１日前に離婚をした場合は

２年以内）に手続を行うことが必要です。


